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一 人 ひ と り の 人 権 が 尊 重 さ れ る 亀 山 市 を つ く る 条 例 の 制 定 に

つ い て  

 

一 人 ひ と り の 人 権 が 尊 重 さ れ る 亀 山 市 を つ く る 条 例 を 別 紙 の と お

り 制 定 す る 。  

 

 

         平 成 ２ ５ 年 ６ 月 ７ 日 提 出  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

一 人 ひ と り の 人 権 が 尊 重 さ れ る 亀 山 市 を つ く る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 制 定 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

 



亀 山 市 条 例 第    号  

  

   一 人 ひ と り の 人 権 が 尊 重 さ れ る 亀 山 市 を つ く る 条 例  

  

 人 は 誰 で も 、 生 ま れ な が ら に し て 、 自 分 ら し く 、 幸 せ に 生 き る と

い う 基 本 的 な 権 利 を 持 っ て い ま す 。  

 私 た ち は 、 世 界 人 権 宣 言 及 び 日 本 国 憲 法 の 理 念 の も と 、 亀 山 市 人

権 尊 重 都 市 宣 言 の 趣 旨 に の っ と り 、 す べ て の 人 の 命 を 尊 び 、 生 き が

い を 持 っ て 生 活 し 、 互 い に か け が え の な い 存 在 と し て 認 め 合 う 亀 山

市 を 将 来 に わ た っ て 築 い て い き た い と 願 っ て い ま す 。  

 一 人 ひ と り が 、 互 い に 個 性 や 多 様 性 を 認 め 合 い 、 自 ら の 責 任 を 果

た す と と も に 、 思 い や り を 持 っ て 共 に 支 え 合 い な が ら 、 協 働 し て 人

権 尊 重 の ま ち づ く り に 取 り 組 ん で い く こ と に よ っ て 一 人 ひ と り の 人

権 が 尊 重 さ れ る 亀 山 市 を つ く る た め 、 こ の 条 例 を 制 定 し ま す 。  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 人 権 尊 重 に 関 し 、 市 及 び 市 民 の 責 務 を 明 ら か

に す る と と も に 、 人 権 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、

市 の 人 権 に 関 す る 取 組 を 総 合 的 に 推 進 し 、 も っ て あ ら ゆ る 差 別 の

な い 、 一 人 ひ と り の 人 権 が 尊 重 さ れ る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と

を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） 市 民  市 内 に 居 住 し 、 在 勤 し 、 又 は 在 学 す る 個 人 及 び 市 内 に

事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す る 個 人 、 法 人 そ の 他 の 団 体 を い う 。  

（ ２ ） 人 権 施 策  人 権 尊 重 の ま ち づ く り に 関 す る 施 策 を い う 。  

 （ 市 の 責 務 ）  

第 ３ 条  市 は 、 こ の 条 例 の 目 的 を 達 成 す る た め 、 市 行 政 の あ ら ゆ る

分 野 に お い て 人 権 尊 重 の 視 点 に 立 っ て 取 り 組 む と と も に 、 人 権 施

策 を 積 極 的 に 推 進 す る も の と す る 。  



２  市 は 、 人 権 施 策 を 推 進 す る に 当 た っ て は 、 国 及 び 県 と 連 携 協 力

す る も の と す る 。  

 （ 市 民 の 責 務 ）  

第 ４ 条  市 民 は 、 多 様 な 学 び の 場 を 通 じ て 、 自 ら 人 権 に 関 す る 意 識

の 高 揚 に 努 め る と と も に 、 相 互 に 人 権 を 尊 重 す る も の と す る 。  

２  市 民 は 、 市 と 協 働 し て 人 権 尊 重 の ま ち づ く り に 取 り 組 む も の と

す る 。  

 （ 基 本 方 針 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 人 権 施 策 を 総 合 的 に 推 進 す る た め 、 人 権 施 策 の 基

本 と な る 方 針 （ 以 下 「 基 本 方 針 」 と い う 。 ） を 定 め る も の と す る 。  

２  基 本 方 針 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定 め る も の と す る 。  

（ １ ） 人 権 が 尊 重 さ れ る 社 会 の 実 現 に 関 す る 基 本 的 な 事 項  

（ ２ ） 人 権 に 関 す る 問 題 の 解 決 に 向 け た 重 点 施 策 に 関 す る 事 項  

（ ３ ） 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 人 権 施 策 を 推 進 す る た め に 必 要

な 事 項  

３  市 長 は 、 基 本 方 針 を 定 め る に 当 た っ て は 、 あ ら か じ め 亀 山 市 人

権 施 策 審 議 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

４  市 長 は 、 基 本 方 針 を 定 め た と き は 、 遅 滞 な く 公 表 し な け れ ば な

ら な い 。  

５  前 ２ 項 の 規 定 は 、 基 本 方 針 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。  

 （ 教 育 及 び 啓 発 活 動 の 充 実 ）  

第 ６ 条  市 は 、 市 民 の 人 権 意 識 の 高 揚 を 図 る た め 、 人 権 に 関 す る 問

題 を 調 査 し 、 人 権 尊 重 に 関 す る 教 育 及 び 啓 発 活 動 の 充 実 に 努 め る

も の と す る 。  

 （ 亀 山 市 人 権 施 策 審 議 会 ）  

第 ７ 条  人 権 施 策 の 円 滑 か つ 効 果 的 な 推 進 を 図 る た め 、 亀 山 市 人 権

施 策 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

２  審 議 会 は 、 市 長 の 諮 問 に 応 じ 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 調 査 審 議 す る 。  

（ １ ） 基 本 方 針 に 関 す る こ と 。  

（ ２ ） 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 人 権 施 策 に 関 す る こ と 。  



３  審 議 会 は 、 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 人 権 施 策 に 関 す る 事 項

に つ い て 市 長 に 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 。  

４  審 議 会 は 、 委 員 １ ２ 人 以 内 で 組 織 し 、 そ の 数 は 、 原 則 と し て 男

女 同 数 と す る 。  

５  委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 。  

（ １ ） 学 識 経 験 を 有 す る 者  

（ ２ ） 公 募 に よ り 選 出 さ れ た 者  

（ ３ ） 地 域 活 動 及 び 市 民 活 動 を 行 う 団 体 の 代 表 者  

（ ４ ） 市 内 で 事 業 を 行 う 個 人 、 法 人 そ の 他 の 団 体 か ら 推 薦 さ れ た 者  

（ ５ ） 教 育 に 携 わ る 者  

（ ６ ） そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者  

６  委 員 の 任 期 は ２ 年 と し 、 補 欠 委 員 の 任 期 は 前 任 者 の 残 任 期 間 と

す る 。 た だ し 、 再 任 を 妨 げ な い 。  

 （ 委 任 ）  

第 ８ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 亀 山 市 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部

改 正 ）  

２  亀 山 市 委 員 会 の 委 員 等 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 平 成

１ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ３ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  別 表 亀 山 市 景 観 審 議 会 委 員 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

亀 山 市 人 権 施 策 審 議 会 委 員  日 額  ７ ， １ ０ ０ 円  

  

 


